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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 5月 25日 (2005.5.25)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 部 品 が 基 板 に 実 装 さ れ た 部 品 実 装 基 板 を 生 産 す る と き の 複 数 の 工 程 の う ち の 少 な く と も
１ つ の 工 程 を 上 記 基 板 の 搬 送 経 路 に お け る 作 業 位 置 に お い て 行 う 作 業 装 置 に お い て 、
　 上 記 作 業 位 置 に お け る 上 記 基 板 に 対 し て 上 記 複 数 の 工 程 を 行 う た め の 複 数 の 種 類 の ヘ ッ
ド 部 の 中 か ら 選 択 さ れ た １ つ の ヘ ッ ド 部 と 、
　 少 な く と も 上 記 基 板 搬 送 方 向 と 直 交 す る 方 向 と 上 記 基 板 搬 送 方 向 と に 移 動 可 能 で 、 か つ
、 上 記 選 択 さ れ た １ つ の ヘ ッ ド 部 を 着 脱 可 能 に 取 り 付 け る ヘ ッ ド 部 取 付 部 を 有 す る ヘ ッ ド
部 駆 動 装 置 と
　 を 備 え 、
　 上 記 ヘ ッ ド 部 は 、 上 記 ヘ ッ ド 部 の 動 作 を 制 御 可 能 な ヘ ッ ド 部 制 御 部 を 備 え 、
　 上 記 ヘ ッ ド 部 駆 動 装 置 は 、 上 記 ヘ ッ ド 部 駆 動 装 置 の 動 作 を 制 御 可 能 な 駆 動 装 置 制 御 部 を
備 え 、
　 は 、 上 記 ヘ ッ ド 部 制 御 部 に よ る 上 記 ヘ ッ ド 部
の 制 御 と 上 記 駆 動 装 置 制 御 部 に よ る 上 記 ヘ ッ ド 部 駆 動 装 置 の 制 御 と に つ い て 、 上 記 主 制 御
部 に よ る 制 御 と 上 記 主 制 御 部 と は 無 関 係 の 制 御 と を 選 択 的 に 実 施 こ と を 特 徴 と す る 部
品 実 装 基 板 生 産 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　

　

　

　

、
当 該 作 業 装 置 で の 複 数 の 作 業 の 動 作 制 御 を 行 う 主 制 御 部 と

上 記 ヘ ッ ド 部 制 御 部 と 上 記 駆 動 装 置 制 御 部

す る

部 品 が 基 板 に 実 装 さ れ た 部 品 実 装 基 板 を 生 産 す る と き の 複 数 の 工 程 の う ち の 少 な く と も
１ つ の 工 程 を 上 記 基 板 の 搬 送 経 路 に お け る 作 業 位 置 に お い て 行 う 作 業 装 置 に お い て 、

上 記 作 業 位 置 に お け る 上 記 基 板 に 対 し て 上 記 複 数 の 工 程 を 行 う た め の 複 数 の 種 類 の ヘ ッ
ド 部 の 中 か ら 選 択 さ れ た １ つ の ヘ ッ ド 部 と 、

少 な く と も 上 記 基 板 搬 送 方 向 と 直 交 す る 方 向 と 上 記 基 板 搬 送 方 向 と に 移 動 可 能 で 、 か つ
、 上 記 選 択 さ れ た １ つ の ヘ ッ ド 部 を 着 脱 可 能 に 取 り 付 け る ヘ ッ ド 部 取 付 部 を 有 す る ヘ ッ ド
部 駆 動 装 置 と 、

複 数 種 類 の 上 記 部 品 を 上 記 ヘ ッ ド 部 に 供 給 可 能 に 収 容 す る 複 数 の 種 類 の 部 品 供 給 部 の 中



　
　
　
　

【 請 求 項 ３ 】
　

【 請 求 項 ４ 】
　

【 請 求 項 ５ 】
　 上 記 作 業 装 置 は 、 上 記 １ つ の ヘ ッ ド 部 が 選 択 さ れ た 残 り の 上 記 複 数 の 種 類 の ヘ ッ ド 部 の
中 の 上 記 １ つ の ヘ ッ ド 部 と 別 の 種 類 の ヘ ッ ド 部 を 、 上 記 ヘ ッ ド 部 取 付 部 に 取 付 可 能 に 待 機
し て さ ら に 備 え 、
　 上 記 ヘ ッ ド 部 駆 動 装 置 は 、 上 記 選 択 さ れ た １ つ の ヘ ッ ド 部 を 上 記 待 機 さ れ た 上 記 別 の 種
類 の ヘ ッ ド 部 と 交 換 可 能 に か つ 着 脱 可 能 に 取 り 付 け る 請 求 項 １ に 記
載 の 部 品 実 装 基 板 生 産 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 上 記 作 業 装 置 は 、 上 記 部 品 実 装 基 板 を 生 産 す る と き の 連 続 し た 複 数 の 工 程 を 上 記 基 板 の
搬 送 経 路 に お け る 複 数 の 作 業 位 置 に お い て 行 う 複 数 の 作 業 装 置 の う ち の 少 な く と も １ つ の
作 業 装 置 で あ る 請 求 項 １ に 記 載 の 部 品 実 装 基 板 生 産 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 上 記 ヘ ッ ド 部 を 上 記 ヘ ッ ド 部 取 付 部 に 着 脱 可 能 に 取 り 付 け る こ と に よ り 、 上 記 ヘ ッ ド 部
制 御 部 が 接 続 解 除 可 能 に 上 記 ユ ニ ッ ト 制 御 部 に 接 続 さ れ 、 上 記 ヘ ッ ド 部 を 上 記 ヘ ッ ド 部 取
付 部 よ り 取 り 外 す こ と に よ り 、 上 記 ヘ ッ ド 部 制 御 部 と 上 記 ユ ニ ッ ト 制 御 部 と の 接 続 が 解 除
さ れ る 請 求 項 １ か ら の い ず れ か １ つ に 記 載 の 部 品 実 装 基 板 生 産 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 上 記 複 数 の 工 程 は 、 上 記 基 板 に 接 合 材 を 供 給 す る 接 合 材 供 給 工 程 と 、 上 記 基 板 に 供 給 さ
れ た 上 記 接 合 材 を 介 し て 上 記 部 品 を 装 着 す る 部 品 装 着 工 程 と を 含 み 、
　 上 記 複 数 の 種 類 の ヘ ッ ド 部 は 、 接 合 材 供 給 用 ノ ズ ル を 有 す る 接 合 材 供 給 ヘ ッ ド 部 と 、 部
品 装 着 用 ノ ズ ル を 有 す る 部 品 装 着 ヘ ッ ド 部 と を 含 む 請 求 項 １ か ら の い ず れ か １ つ に 記 載
の 部 品 実 装 基 板 生 産 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 上 記 複 数 の 種 類 の ヘ ッ ド 部 は 、 チ ッ プ 部 品 装 着 ヘ ッ ド 部 、 Ｉ Ｃ 部 品 装 着 ヘ ッ ド 部 、 Ｉ Ｃ
部 品 接 合 ヘ ッ ド 部 、 マ ル チ ノ ズ ル ヘ ッ ド 部 、 塗 布 供 給 ヘ ッ ド 部 、 又 は リ フ ロ ー ヘ ッ ド 部 の
い ず れ か を 含 む 請 求 項 １ か ら の い ず れ か １ つ に 記 載 の 部 品 実 装 基 板 生 産 装 置 。
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か ら 選 択 さ れ た １ つ の 部 品 供 給 部 と 、
当 該 作 業 装 置 で の 複 数 の 作 業 の 動 作 制 御 を 行 う 主 制 御 部 と を 備 え 、
上 記 ヘ ッ ド 部 は 、 上 記 ヘ ッ ド 部 の 動 作 を 制 御 可 能 な ヘ ッ ド 部 制 御 部 を 備 え 、
上 記 部 品 供 給 部 は 、 上 記 部 品 供 給 部 の 動 作 を 制 御 可 能 な 部 品 供 給 制 御 部 を 備 え 、
上 記 ヘ ッ ド 部 制 御 部 と 上 記 部 品 供 給 制 御 部 は 、 上 記 ヘ ッ ド 部 制 御 部 に よ る 上 記 ヘ ッ ド 部

の 制 御 と 上 記 部 品 供 給 制 御 部 に よ る 上 記 部 品 供 給 部 の 制 御 と に つ い て 、 上 記 主 制 御 部 に よ
る 制 御 と 上 記 主 制 御 部 と は 無 関 係 の 制 御 と を 選 択 的 に 実 施 す る こ と を 特 徴 と す る 部 品 実 装
基 板 生 産 装 置 。

上 記 作 業 装 置 は 、 上 記 ヘ ッ ド 部 制 御 部 に よ る 上 記 ヘ ッ ド 部 の 制 御 と 上 記 駆 動 装 置 制 御 部
に よ る 上 記 ヘ ッ ド 部 駆 動 装 置 の 制 御 と に つ い て 、 上 記 主 制 御 部 に よ る 制 御 と 上 記 主 制 御 部
と は 無 関 係 の 制 御 と を 選 択 的 に 実 施 さ せ る ユ ニ ッ ト 制 御 部 を さ ら に 備 え る 請 求 項 １ に 記 載
の 部 品 実 装 基 板 生 産 装 置 。

上 記 作 業 装 置 は 、 上 記 ヘ ッ ド 部 制 御 部 に よ る 上 記 ヘ ッ ド 部 の 制 御 と 上 記 部 品 供 給 制 御 部
に よ る 上 記 部 品 供 給 部 の 制 御 と に つ い て 、 上 記 主 制 御 部 に よ る 制 御 と 上 記 主 制 御 部 と は 無
関 係 の 制 御 と を 選 択 的 に 実 施 さ せ る ユ ニ ッ ト 制 御 部 を さ ら に 備 え る 請 求 項 ２ に 記 載 の 部 品
実 装 基 板 生 産 装 置 。

か ら ４ の い ず れ か １ つ

か ら ５ の い ず れ か １ つ
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